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１．商品名  北洋先進医療ローン 

２．ご利用いただける方 次のすべての条件を満たす個人の方とさせていただきます。 

（１）借入申込時満１８歳以上、満６５歳未満で完済時年齢が満７０歳 

未満の方。 

（２）「陽子線治療」等の先進医療を受ける本人または親族（配偶者並び 

に３親等内の血族及び姻族）の方。 

（３）継続した安定収入のある方。 

※パート、アルバイトの方はご利用いただけません。 

（４）道内に居住地と勤務先があり、保証会社の保証を得られる方。 

３．お使いみち 悪性腫瘍に対する陽子線治療、重粒子線治療等、厚生労働省が指定する先進医

療にかかる治療費用。 

４．お借入限度額 １０万円以上３００万円以内（１万円単位） 

５．お借入期間 ６ヶ月以上７年以内（１ヶ月単位） 

６．ご返済方法 元利均等毎月返済方式（ボーナス併用返済もご利用いただけます）。 

ボーナス併用返済の場合、ボーナス支払月は６ヶ月間隔の年２回とし、 

ボーナス返済元金はご融資金額の５０％を限度といたします。 

なお、お借入日より６ヶ月以内で元金返済据置ができるものとし、その場合の据置

期間はお借入期間に含めるものとします。 

７．お借入利率 変動金利のご利用となります。 

新規ご融資時におけるお借入利率は、当行の定める短期プライムレート 

（以下「基準金利」という）を基準とする利率にて決定いたします。 

基準金利は将来見直すことがありますので、お申込時とご融資時のお借入利率

（金利情報）については窓口にお問合せください。 

ご融資後のお借入利率は、基準金利を基準として前回基準日と現基準日におけ

る金利差を以って利率を引き上げ、または引き下げいたします。 

基準金利は、毎年４月１日と１０月１日を基準日とし、年２回見直しを行い、４月

１日基準日の場合は、７月の約定返済日（半年ごとの増額返済を併用する場

合は、６月以降最初に到来する増額返済月の翌月の約定返済日）、１０月１日

が基準日の場合は、翌年 1 月の約定返済日（半年ごとの増額返済を併用する

場合は、１２月以降最初に到来する増額返済月の翌月の約定返済日）から見

直し後の金利によるご返済が開始されます。 

 (注)お借入時にご選択いただいた金利タイプの変更はできません。 

８．保証 三井住友カード㈱の保証といたします。 

９．保証料 当行所定のお借入利率に含まれます。 

１０．連帯保証人 不要です。 

１１．事務取扱手数料 不要です。 

１２．担保 不要です。 
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１３．返済試算額の入手方法 窓口へのお問い合わせいただければ、ご試算いたします。 

１４．金利情報の入手方法 窓口へのお問い合わせ、またはホームページをご覧ください。 

１５．手数料 

（ご融資実行後） 

不要です。 

１６．ご注意事項 保証会社の保証承諾後、ご融資の実行前に「お借入金額（保証承諾金額）」

「お借入期間」「お申込みいただいた方の勤務先」等に変更が生じた場合、保

証承諾を取り消し、新たにお申込みいただくことがございます。 

審査結果によりましては、ローンご利用のご希望に添えない場合がございます

ので、予めご了承ください。 

お客さまの信用状況が著しく悪化した場合には、審査結果にかかわらずお断りさ

せていただく場合がございます。 

 


